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表紙

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付

請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、

本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主様には電子

提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面をお送りいたします。

第63回定時株主総会

その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)

（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

＜事業報告＞

・財産及び損益の状況

・主要な事業内容

・主要な営業拠点等

・従業員の状況

・主要な借入先

・会社の株式に関する事項

・社外役員に関する事項

・会計監査人に関する事項

・業務の適正を確保するための体制及び

当該体制の運用状況

＜連結計算書類＞

・連結株主資本等変動計算書

・連結注記表

＜計算書類＞

・株主資本等変動計算書

・個別注記表

＜監査報告＞

・連結計算書類に係る会計監査報告

・計算書類に係る会計監査報告

・監査等委員会の監査報告

株式会社コメリ
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財産及び損益の状況

区 分

第60期
（2021年３月期）

第61期
（2022年３月期）

第62期
（2023年３月期）

第63期
（2024年３月期）

金 額
比 率
（％）

金 額
比 率
（％）

金 額
比 率
（％）

金 額
比 率
（％）

営 業 収 益(百万円) 385,700 100.0 376,094 100.0 379,401 100.0 370,752 100.0

営 業 利 益(百万円) 30,326 7.9 27,825 7.4 26,053 6.9 22,081 6.0

経 常 利 益(百万円) 30,369 7.9 28,248 7.5 25,812 6.8 22,214 6.0

親会社株主に帰属する
当期純利益（百万円）

20,402 5.3 17,897 4.8 17,096 4.5 13,712 3.7

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 ( 円 )

410.25 － 360.22 － 351.62 － 286.06 －

総 資 産 ( 百 万 円 ) 348,159 － 354,788 － 361,387 － 372,851 －

純 資 産 ( 百 万 円 ) 200,561 － 213,840 － 227,347 － 236,248 －

区 分

第60期
（2021年３月期）

第61期
（2022年３月期）

第62期
（2023年３月期）

第63期
（2024年３月期）

金 額
比 率
（％）

金 額
比 率
（％）

金 額
比 率
（％）

金 額
比 率
（％）

営 業 収 益(百万円) 371,228 100.0 365,619 100.0 368,784 100.0 359,911 100.0

営 業 利 益(百万円) 26,601 7.2 24,322 6.7 22,757 6.2 19,218 5.3

経 常 利 益(百万円) 28,199 7.6 25,054 6.9 23,273 6.3 19,921 5.5

当期純利益(百万円) 19,464 5.2 15,827 4.3 15,670 4.2 12,364 3.4

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 ( 円 )

391.38 － 318.55 － 322.30 － 257.94 －

総 資 産 ( 百 万 円 ) 317,259 － 321,894 － 326,489 － 335,985 －

純 資 産 ( 百 万 円 ) 169,668 － 181,155 － 193,398 － 201,033 －

財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

(注) 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第61期の期首から適

用しており、第61期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となってお

ります。

②　当社の財産及び損益の状況

(注) 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第61期の期首から適

用しており、第61期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となってお

ります。

－ 1 －



2024/05/20 12:16:09 / 23069274_株式会社コメリ_招集通知

主要な事業内容、主要な営業拠点等、従業員の状況

主要な事業内容（2024年３月31日現在）

　当社グループは、当社、連結子会社５社及び非連結子会社10社で構成され、

「ホームセンター事業」と「その他事業」に区別されています。「ホームセン

ター事業」では、金物・工具、資材･建材、園芸・農業用品等の販売、物流サ

ービス、情報処理システムの開発・運営、クレジットカード関連サービス等

を、「その他事業」では、ＬＰガス・ガソリン等の燃料や書籍等の販売を行っ

ております。

都道府県 パワー ＰＲＯ
ハード＆

グリーン
アテーナ 合計 都道府県 パワー ＰＲＯ

ハード＆

グリーン
アテーナ 合計

北海道 11 0 14 0 25 三重県 4 6 38 0 48

青森県 2 0 18 0 20 滋賀県 3 0 25 0 28

岩手県 3 0 36 0 39 京都府 0 0 19 0 19

宮城県 1 0 35 0 36 大阪府 0 0 7 0 7

秋田県 5 1 33 0 39 兵庫県 0 0 30 0 30

山形県 4 3 20 0 27 奈良県 2 1 12 0 15

福島県 2 0 50 0 52 和歌山県 7 0 13 0 20

茨城県 5 0 41 0 46 鳥取県 0 0 12 0 12

栃木県 2 0 37 0 39 島根県 0 0 8 0 8

群馬県 1 0 40 0 41 岡山県 2 0 27 0 29

埼玉県 0 0 33 0 33 広島県 1 0 20 0 21

千葉県 5 0 47 0 52 山口県 0 0 16 0 16

東京都 0 0 10 0 10 徳島県 0 0 17 0 17

神奈川県 0 0 7 0 7 香川県 1 0 9 0 10

新潟県 12 2 63 4 81 愛媛県 1 0 9 0 10

富山県 3 1 21 0 25 高知県 0 0 12 0 12

石川県 2 1 17 0 20 福岡県 7 0 20 0 27

福井県 2 0 18 0 20 佐賀県 2 0 13 0 15

山梨県 0 0 19 0 19 長崎県 2 0 15 0 17

長野県 3 0 53 0 56 熊本県 1 0 39 0 40

岐阜県 0 0 39 0 39 大分県 0 0 15 0 15

静岡県 1 0 21 0 22 宮崎県 1 0 20 0 21

愛知県 2 0 8 0 10 鹿児島県 2 0 23 0 25

主要な営業拠点等（2024年３月31日現在）

①　コメリ店舗　　1,220店舗

（合計：コメリパワー 102店舗、コメリＰＲＯ 15店舗、コメリハード

＆グリーン 1,099店舗、アテーナ 4店舗）

－ 2 －
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主要な事業内容、主要な営業拠点等、従業員の状況

②　物流センター

流通管理センター　１ヵ所（新潟県新潟市）

流通センター　　　10ヵ所（北海道苫小牧市、岩手県花巻市、福島県郡

山市、茨城県稲敷市、群馬県高崎市、福井県坂井

市、三重県津市、岡山県岡山市、福岡県大牟田市、

和歌山県橋本市に各１）

事 業 部 門 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

ホ ー ム セ ン タ ー 事 業 4,067名 △181名

そ の 他 事 業 43名 △9名

合 計 4,110名 △190名

区 分 従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 3,201名 △123名 38歳９ヵ月 13年０ヵ月

女 性 575名 △32名 32歳４ヵ月 ５年０ヵ月

合計または平均 3,776名 △155名 37歳10ヵ月 11年９ヵ月

従業員の状況（2024年３月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

(注) 従業員数は就業員数であり、上記従業員のほかに2024年３月31日現在の嘱託社員は

318名（前連結会計年度末比19名減）、パートタイマーは4,840名（前連結会計年度末

比25名増）であります。なお、パートタイマーの員数については、１日８時間換算に

よる月平均人員で算出しております。

②　当社の従業員の状況

(注) １. 従業員数は就業員数であり、上記従業員のほかに2024年３月31日現在の嘱託社員

は213名（前事業年度末比11名減）、パートタイマーは4,186名（前事業年度末比

14名増）であります。なお、パートタイマーの員数については、１日８時間換算

による月平均人員で算出しております。

２. 平均年齢、平均勤続年数は、受入出向者を除いて算出しております。

－ 3 －
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主要な借入先

借 入 先 借 入 額

百万円

株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 10,631

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 7,500

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 7,156

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 1,375

農 林 中 央 金 庫 1,000

主要な借入先（2024年３月31日現在）

－ 4 －
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会社の株式に関する事項

⑴　発行可能株式総数 131,000,000株

⑵　発行済株式の総数 54,409,168株

⑶　株主数 10,738名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

株 式 会 社 米 利 16,145,842 33.36

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,385,200 9.06

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3,031,000 6.26

ＣＧＭＬ　ＰＢ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ／

ＣＯＬＬＡＴＥＲＡＬ
1,454,800 3.01

捧 　 雄 一 郎 1,374,921 2.84

株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 1,325,373 2.74

有 限 会 社 さ さ げ 1,245,647 2.57

公 益 財 団 法 人 美 術 育 成 財 団 雪 梁 舎 1,213,592 2.51

捧 　 欽 二 1,022,397 2.11

コ メ リ 社 員 持 株 会 823,842 1.70

会社の株式に関する事項（2024年３月31日現在）

⑷　大株主（上位10名）

(注) １. 当社は、自己株式6,005,720株を保有しておりますが、上記大株主から除外して

おります。

なお、持株比率は自己株式を除いて算出しております。

２. 業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT=Board Benefit Trust）」の導入

による当社株式112,600株及び「株式給付信託（従業員持株会処分型）」の導入

による当社株式428,000株の合計540,600株は、株式会社日本カストディ銀行（信

託Ｅ口）が保有しており、自己株式には含めておりません。

－ 5 －
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会社役員に関する事項

社外役員に関する事項

①　社外役員の重要な兼職先と当社との関係

・各社外取締役の重要な兼職先は、事業報告「２．会社役員に関する事項

⑴　取締役の状況」に記載のとおりです。

・当社は、藤田善六氏とは顧問契約は締結しておりませんが、同氏に対し

て弁護士報酬を支払っております。当事業年度は1,000万円を超える支

払が発生しましたが、長期の案件に対する報酬であり1年当たりに換算

すると1,000万円を超えておりません。そのため、当社の意思決定に影

響を与えるような取引ではなく、同氏の独立性に影響を与えるものでは

ないと判断しております。

・その他の社外取締役の兼職先とは、特別な関係はありません。

－ 6 －
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会社役員に関する事項

区 分 氏 名
出席状況、発言状況及び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社 外 取 締 役 松　田　修　一

当事業年度開催の取締役会12回のすべてに出席しま

した。長きにわたる大学教授の経験や起業家支援の

経験を活かした専門的見地から発言を行っておりま

す。また、当社グループを取り巻く経営環境の変化

を踏まえた企業価値向上に資する提言等を行ってお

ります。

社 外 取 締 役 和　田　　　裕

当事業年度開催の取締役会12回のうち11回に出席し

ました。インダストリアルデザイナーとしての高度

な専門知識と経営における豊富な経験を活かした見

地から発言を行っております。ステークホルダーの

視点に立った商品及びサービスに関する事項につい

て、経営の立場での提言等を行っております。

社 外 取 締 役 菊　地　美佐子

当事業年度開催の取締役会12回のすべてに出席しま

した。企業経営における豊富な経験を生かした見地

から発言を行っております。また、ＥＳＧや広報・

PR、人材育成等について、サステナブルな視点によ

る当社経営への提言等を行っております。

社 外 取 締 役

（監査等委員）
藤　田　善　六

当事業年度開催の取締役会12回のすべてに出席、監

査等委員会12回のすべてに出席しました。主に弁護

士としての専門的見地から発言を行っております。

また、取引又は各種取り組みに関する法的リスクの

指摘等、経営の視点で事業上のリスクの対応につい

て提言等を行っております。

社 外 取 締 役

（監査等委員）
田久保　武　志

当事業年度開催の取締役会12回のすべてに出席、監

査等委員会12回のすべてに出席しました。主に公認

会計士としての専門的見地からの発言を行っており

ます。また、設備投資に関する会計上の助言や、経

営の立場でのバランスシートの問題点等の提言等を

行っております。

②　社外役員の主な活動状況

－ 7 －



2024/05/20 12:16:09 / 23069274_株式会社コメリ_招集通知

会計監査人に関する事項、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 42百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の

利益の合計額
42百万円

会計監査人に関する事項

⑴　会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

⑵　報酬等の額

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも

区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこ

れらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び

報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った

うえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

⑶　監査継続期間

39年間

⑷　業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　　神代　　勲

指定有限責任社員　業務執行社員　　齋藤　康宏

⑸　監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　　　　　　９名

会計士試験合格者等　　４名

その他　　　　　　　　12名

－ 8 －
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会計監査人に関する事項、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑹　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要

があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認

められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人を解任

した旨及びその理由を解任後 初に招集される株主総会において報告いたし

ます。

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

　「コメリグループ行動指針」に基づく公正かつ適法な事業活動を行うた

め、コンプライアンス担当役員は、「コンプライアンス規程」に基づき、

定期的にコンプライアンス委員会を開催し、全社的なコンプライアンスの

徹底を図る。コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正等を目的と

して、当社グループ従業員が利用できる「ヘルプライン」（内部通報制

度）を設置する。内部監査機能としては、「監査室」が各部門の業務遂行

状況の監査を定期的に実施し、業務改善の助言を行う。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　法令及び「文書管理規程」「情報管理規程」等の社内規程に基づき、適

切かつ検索性の高い状態で管理・保存する。企業情報の開示については、

開示を担当する部署が社内情報を網羅的に収集し、適時に正確な情報を開

示する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　事業上のリスクに関する情報を収集し適正に分析・評価した上で、中長

期的な企業価値を向上させ、収益性及び効率性の 大化を目指すために、

全社的なリスク管理体制の整備・構築・運用を行う。また、事業の継続に

影響を与えるような重大な障害、事件・事故、災害等が発生した場合は、

損害を 小限に抑えるため施策を講じる。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　「職制及び業務分掌規程」「職務権限規程」等により、取締役及び執行

役員等の決裁権限及び責任の範囲を定め、業務執行の効率化と意思決定の

迅速化を図る。
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⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

　「コメリグループ行動指針」に基づき、子会社が公正かつ適法な事業活

動を行うため、コンプライアンス担当役員は、当社グループ全体のコンプ

ライアンスを統括し、当社グループ全体のコンプライアンスの徹底を図

る。また、子会社の業務全般について管理を行うため、「関係会社管理規

程」に基づき、子会社担当の責任者を置き、子会社のリスク管理を含めた

業務全般について、必要な管理・指導体制を整備する。

⑥ 反社会的勢力排除に向けた考え方

　当社グループは、社会の秩序や市民生活の安全に脅威を与える反社会的

勢力、組織または団体とは関わりを持たず、これらの圧力に対しては断固

として対決し、これを排除する。

⑦ 財務報告の信頼性を確保するための体制

　財務報告の信頼性を確保するため、関係法令等に従い、財務報告に係る

内部統制の整備及び運用を行う。

⑧ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に

おける当該使用人に関する体制

　監査等委員会の職務を補助するため、使用人を置くことを監査等委員会

が求めたときは社内にて必要な体制を整備する。

⑨ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　上記⑧の使用人の取締役からの独立性を確保するため、同使用人の任命

及び評価等は、監査等委員会と協議して行う。

⑩ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に

関する事項

　監査等委員会の職務遂行上必要な場合、上記⑧の使用人が、取締役から

独立して業務を行い、当社グループの取締役及び使用人がそれに協力する

体制を整備する。

⑪ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制

　監査等委員会が当社グループの取締役及び使用人に対し報告することを

求めたときは、速やかに適切な報告を行うための体制を整備する。また、

監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利

益な取り扱いを受けない体制を整備する。

⑫ 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関

する事項

　監査等委員がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の

前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に

係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認めら
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れた場合を除き、当該費用または債務の処理を行う。

⑬ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員は、取締役会をはじめとする重要会議への出席、取締役及び

使用人からの職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧等を通じ、

取締役会の意思決定の過程、並びに取締役及び使用人の職務の執行につい

て監査の実効性の確保を図る。

　代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を開催し、監査等委員会が

意見または情報交換等を行うことができる体制をとる。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

① コンプライアンス

　当事業年度は、コンプライアンス委員会を12回開催するとともに、取締

役会に対してコンプライアンス委員会の活動内容等の報告を行いました。

また、店長等の社内研修や商品部等の会議体を通じて、コンプライアンス

に関する教育も継続的に行っております。

② リスク管理

　情報セキュリティ委員会６回及び為替リスク委員会１回、それぞれ開催

し、情報漏洩やサイバーセキュリティリスク、為替リスク回避及び低減に

努めました。また、それ以外のリスクへの対応に関しましても、社内研修

や会議等で啓蒙を行いました。

　内部通報につきましては、ヘルプライン運用規則に基づき、グループ会

社の内部通報窓口及び外部窓口を設置しております。

③ 内部監査

　監査室は、当社及び子会社の業務遂行状況の業務監査を定期的に実施

し、業務改善の助言を行っております。

④ 子会社管理

　子会社の管理につきましては、子会社を統括する担当役員を置き、ま

た、関係会社管理規程に基づき、各子会社から報告を受ける体制を整えて

おります。

⑤ 財務報告に係る内部統制

　内部統制委員会において、金融商品取引法に定められた「内部統制報告

制度」に対する社内体制の整備・運用と有効性の判断を行いました。

⑥ 監査等委員会監査に関する取組み

　当事業年度は、代表取締役と監査等委員の会合を２回開催しました。

　また、常勤監査等委員は、社内の重要な会議に出席し、各監査等委員

は、取締役または使用人等から、定期的に職務の執行状況の報告を受けて

おります。
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　なお、コーポレート・ガバナンス体制（2024年5月14日現在）につきまし

ては、以下の模式図をご覧ください。

【当社のコーポレート・ガバナンス体制】
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連結株主資本等変動計算書

（2023年４月１日から
2024年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 18,802 25,260 197,180 △14,276 226,966

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,491 △2,491

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

13,712 13,712

自 己 株 式 の 処 分 0 362 362

自 己 株 式 の 取 得 △2,702 △2,702

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － 0 11,221 △2,339 8,881

当 期 末 残 高 18,802 25,260 208,401 △16,616 235,847

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産
合 計

そ の 他 有 価
証 券 評 価
差 額 金

退 職 給 付 に
係 る 調 整
累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 288 93 381 227,347

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,491

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

13,712

自 己 株 式 の 処 分 362

自 己 株 式 の 取 得 △2,702

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

87 △68 18 18

当 期 変 動 額 合 計 87 △68 18 8,900

当 期 末 残 高 376 24 400 236,248

連結株主資本等変動計算書

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

① 連結子会社の数 ５社 連結子会社の名称（㈱ライフコメリ、北星産業㈱、

㈱ビット・エイ、㈱コメリキャピタル、㈱ムービー

タイム）

② 非連結子会社の数 10社 主要な非連結子会社の名称（大連米利海辰商場有限

公司）

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

その他有価証券

市場価格のない株式等以外

のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

デリバティブ 時価法（ヘッジ会計を適用するものを除く）

商品及び製品 主として売価還元法

原材料及び貯蔵品 終仕入原価法

連結注記表
１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社の総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）はいずれも小規模であり、かつ全体としても連結計算書類に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

(2）持分法の適用に関する事項

① 持分法適用の非連結子会社 －

② 持分法を適用していない非連結子会社の数 10社

　主要な非連結子会社の名称（大連米利海辰商場有限公司）

（持分法を適用しなかった理由）

  持分法を適用していない非連結子会社は当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等から見て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外して

おります。

(3）連結子会社の決算日等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4）会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ 有価証券の評価基準及び評価方法

ロ デリバティブの評価基準及び評価方法

ハ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

　評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）によっております。
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連結注記表

イ 有形固定資産 定率法

（リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　３～60年

機械装置及び運搬具　　　４～８年

ロ 無形固定資産 定額法

（リース資産を除く） ただし、ソフトウェア（自社利用）については､社

内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額

法

ハ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法

ニ 長期前払費用 定額法

イ 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

ロ 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

ハ 役員賞与引当金 当社及び一部の連結子会社は役員賞与の支出に備え

て、当連結会計年度における支給見込額に基づき計

上しております。

ニ ポイント引当金 当社が運営するポイントプログラムにて会員に付与

するポイントには、購入実績に応じて付与するポイ

ントと、購入実績以外の事象で付与するポイントが

あります。

このうち、購入実績以外の事象で付与するポイント

の利用に備えるため、当連結会計年度末において将

来利用されると見込まれる額を計上しております。

ホ 災害損失引当金 災害により被災した資産の復旧等に要する支出に備

えるため、当連結会計年度末における見積額を計上

しております。

ヘ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、2010年６月

29日開催の第49回定時株主総会で決議された役員退

職慰労金の打ち切り支給額のうち、将来の支給見込

額を計上しております。

ト 役員株式給付引当金 当社の取締役に対する当社株式の交付及び給付に備

えるため、役員株式給付規程に基づき、役員に割り

当てられたポイントに応じた株式の交付及び給付見

込額を計上しております。

② 固定資産の減価償却の方法

③ 引当金の計上基準
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連結注記表

⑤ 外貨建の資産、負債の本邦通貨

への換算基準

連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は、損益として処理しております。

イ ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。また､為替変

動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たす

ものについては振当処理を採用しております。

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段･･･為替予約、通貨スワップ、通貨オプ

ション

ヘッジ対象･･･買掛金（予定取引を含む）

ハ ヘッジ方針 商品の輸入取引に係る為替相場の変動リスクの低減

のため、社内規程に基づき為替予約取引・通貨スワ

ップ取引・通貨オプション取引を行っております。

ニ ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動の累計額を比較

すること等によってヘッジの有効性の評価を行って

おります。ただし、振当処理の要件を満たしている

為替予約・通貨スワップ取引において、ヘッジ対象

とヘッジ手段の重要な条件が同一であり、高い相関

関係があると認められるものについては、連結決算

日における有効性の評価を省略しております。

④ 収益及び費用の計上基準

イ 商品の販売に係る収益認識

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益は、主にホームセンター事業に

おける商品の販売によるものであり、これら商品の販売は、顧客に商品を引き渡した

時点で収益を認識しております。

　なお、商品の販売のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したもの

については、顧客から受取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額

で収益を認識しております。

ロ 自社ポイント制度に係る収益認識

　当社が運営するポイントプログラムにて会員に付与するポイントには、購入実績に

応じて付与するポイントと、購入実績以外の事象で付与するポイントがあります。

　このうち、ポイント会員に購入実績に応じて付与したポイントを履行義務として識

別し、取引価格から顧客により行使されると見込まれる金額を控除し収益を認識して

おります。

ハ 商品券に係る収益認識

　当社は、当社が発行した商品券を履行義務として識別し、商品券が使用された時点

で収益を認識しております。商品券の未使用分については、顧客が権利を行使する可

能性が極めて低くなった時に収益を認識しております。

⑥ 重要なヘッジ会計の方法

⑦ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

　　退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属

させる方法については、給付算定式基準によっております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしております。
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連結注記表

連結貸借対照表計上額
連結損益計算書計上額

（減損損失）

有形固定資産 166,498百万円 1,336百万円

無形固定資産 9,221百万円 10百万円

投資その他の資産 975百万円 14百万円

合計 176,695百万円 1,361百万円

２.表示方法の変更

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、区分掲記しておりました営業外収益の「受取保証料」（当連結

会計年度49百万円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「そ

の他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「受取保証金」（前連結会計年度３百万円）は、金額的重

要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記しております。

３. 会計上の見積りに関する注記

ホームセンター事業に係る資産の減損

(1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(2）見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　当社グループは、ホームセンター事業を営むために全国に多店舗展開しており、店舗に

おける固定資産は建物、電気・空調設備、駐車場などの資産を保有しております。

　当社は、原則として各店舗を基本単位としてグルーピングをしております。

　当社グループが保有する固定資産のうち、「固定資産の減損に係る会計基準」において

対象とされるものについては、損益報告や経営者が承認した予算などの企業内部の情報、

経営環境や資産の市場価格などの企業外部の要因に関する情報に基づき、資産又は資産グ

ループ別に減損の兆候の有無を確認しております。減損の兆候がある場合には、各店舗の

割引前将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの合計額が当該

店舗の固定資産帳簿価額を下回るものについて、帳簿価額を回収可能価額（使用価値また

は正味売却価額）まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

　当該資産グループから得られる将来キャッシュ・フローの見積りは、主要な資産の経済

的残存使用年数、過年度の実績等を基礎とした売上高、荒利益率および販売費及び一般管

理費などの将来予測を前提としており、これらは、消費者マインドの変化、競合他社の動

向、経営者の経営戦略等により大きく影響を受けることから不確実性を伴います。事業計

画や経営・市場環境の変化により見直しが必要になった場合には、翌連結会計年度におい

て新たな減損損失の認識又は追加の減損損失が発生する可能性があります。
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連結注記表

　有形固定資産の減価償却累計額 181,850百万円

場所 用途 種類

北海道他13府県　26件 店舗 建物等

４. 追加情報

株式給付信託（従業員持株会処分型）の導入

当社は、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を

目的として、「株式給付信託（従業員持株会処分型）」（以下、「本制度」といいます。）

を導入しております。

(1）取引の概要

　本制度は、「コメリ社員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入するすべて

の従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランで

す。

　信託の設定後５年間にわたり持株会が取得する見込みの当社株式を、本制度の受託者で

ある信託銀行が予め一括して取得し、以後、持株会の株式取得に際して定期的に当社株式

を売却していきます。信託終了時までに、信託銀行が持株会への売却を通じて本信託の信

託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、かかる金銭を残余財産として、受益者

適格要件を充足する持株会加入者（従業員）に分配します。また、当社は、信託銀行が当

社株式を取得するために受託者が行う借入に際し保証をするため、当社株価の下落等によ

り、信託終了時において、株式売却損相当額の借入残債がある場合には、保証契約に基づ

き当社が当該残債を弁済することとなります。

(2）信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）によ

り、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数

は、当連結会計年度末 1,186百万円、428千株であります。

(3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

　当連結会計年度 1,196百万円

５. 連結貸借対照表に関する注記

６. 連結損益計算書に関する注記

　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上し

ました。

　当社グループは原則として各店舗を基本単位としてグルーピングをしております。営業活

動による損益が継続してマイナスとなる店舗について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（1,361百万円）として特別損失に計上いたしました。その内訳は建

物及び構築物1,072百万円、土地259百万円、借地権９百万円、長期前払費用14百万円、その

他５百万円であります。なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値または正味売

却価額により測定しており、使用価値については、将来キャッシュ・フローを2.7％で割り

引いて算出しております。
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普通株式 54,409,168株

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
期 末 の 株 式 数

普 通 株 式 5,779千株 897千株 130千株 6,546千株

決 議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基 準 日 効力発生日

2023年５月16日
取 締 役 会

普 通 株 式 1,232 25 2023年３月31日 2023年６月26日

2023年10月24日
取 締 役 会

普 通 株 式 1,258 26 2023年９月30日 2023年12月１日

決議予定
株 式 の
種 類

配 当 の
原 資

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基 準 日 効力発生日

2024年５月14日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 1,258 26 2024年３月31日 2024年６月24日

７. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1）当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

(2）自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の増加897千株は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得896千株、

単元未満株式の買取０千株によるものであります。普通株式の自己株式の減少130千株

は、株式給付信託（従業員持株会型）による処分130千株、単元未満株式の買増し請求０

千株によるものであります。なお、当連結会計年度末日の自己株式数のうち、役員株式給

付信託（ＢＢＴ）及び株式給付信託（従業員持株会型）が所有する株式数は、540千株で

あります。

(3）配当に関する事項

① 配当金支払額

（注）上記の配当金の総額には、役員株式給付信託（ＢＢＴ）及び株式給付信託（従業員持株会

処分型）が保有する当社株式に対する配当金（2023年５月16日取締役会決議分16百万円、

2023年10月24日取締役会決議分15百万円）が含まれております。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と

なるもの

（注）上記の配当金の総額には、役員株式給付信託（ＢＢＴ）及び株式給付信託（従業員持株会

処分型）が保有する当社株式に対する配当金14百万円が含まれております。
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連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円）
差額

（百万円）

① 投資有価証券 1,538 1,538 －

資産計 1,538 1,538 －

② 長期借入金（※１） 20,359 20,328 △30

③ リース債務（※２） 4,883 4,883 －

負債計 25,242 25,212 △30

８. 金融商品に関する注記

(1）金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達につい

ては主に銀行借入によっております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために

利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

　受取手形及び売掛金に係る取引先の信用リスクは、当社では、売掛金管理規程に従い、

店別・取引先別に期日管理及び残高管理を行うとともに、連結子会社についても、取引先

別に売掛金の期日及び残高を管理することにより、信用リスク低減に努めております。

　投資有価証券は、主に株式、債券及び投資信託であり、市場価格の変動リスク及び発行

体の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、定期的に時価や発行体

の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しており

ます。

　支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんど１年以内の支払期日であります。借入

金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を

目的としたものであり、償還日は決算日後、 長で11年後であります。

(2）金融商品の時価等に関する事項

　2024年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額109百万円）

は、「投資有価証券」には含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金は

短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（※１）１年内返済予定長期借入金を含めております。

（※２）流動負債に計上しているリース債務を含めております。

(3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の3つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格によ

り算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプット

を用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が も低いレベル

に時価を分類しております。

投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格、投資信託については公表されている

基準価格を用いて評価しているため、その時価をレベル１の時価に分類しておりま

す。
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報告セグメント その他

（注）
合計

ホームセンター

工具・金物・作業用品 66,762 － 66,762

リフォーム資材・エクステリア用品 54,980 － 54,980

園芸・農業・ペット用品 110,366 － 110,366

日用品・家電・カー・レジャー用品 71,174 － 71,174

インテリア・家庭・オフィス用品 34,807 － 34,807

灯油等 14,221 － 14,221

その他 11,876 4,628 16,504

顧客との契約から生じる収益 364,188 4,628 368,817

その他の収益 1,915 19 1,935

外部顧客への売上高 366,104 4,648 370,752

長期借入金

　長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま

す。なお、長期借入金のうち、無利息の長期借入金については、リスクフリー・レー

トで割り引いて現在価値を算出しております。

リース債務

　リース債務の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

９. 収益認識に関する注記

(1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、燃料、書

籍等を含んでおります。

（表示方法の変更）

商品部門のカテゴリー見直しに伴い、当連結会計年度よりホームセンター事業の商品

分類を変更いたしました。

(2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「(4) 会計方針に

関する事項　④　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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　契約負債 当連結会計年度

　　期首残高 4,863

　　期末残高 4,409

１株当たり純資産額 4,935円94銭

１株当たり当期純利益 286円６銭

(3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約負債の残高

　顧客との契約から生じた契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりでありま

す。

（単位：百万円）

　契約負債は、当社が付与したポイント等のうち、期末時点において履行義務を充足し

ていない残高であります。

　当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高が含まれている

金額に重要性はありません。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履

行義務から認識した収益の額には重要性はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないた

め、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。ま

た、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はあり

ません。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記

当社は、2024年４月23日開催の取締役会において、会社法第459条第１項第１号の規定によ

る定款の定めに基づき、自己株式の取得に係る事項を決議いたしました。

(1）自己株式の取得を行う理由

　資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を

可能とするため、自己株式の取得を行うものです。

(2）取得の内容

① 取得対象株式の種類　　　当社普通株式

② 取得し得る株式の総数　　600,000株（上限とする）

　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.24％）

③ 株式の取得価額の総額　　2,000百万円（上限とする）

④ 取得する期間　　　　　　2024年４月24日より2024年７月19日まで
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株主資本等変動計算書

（2023年４月１日から
2024年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資　本
準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金

固 定 資 産
圧 縮 積 立 金

特 別 償 却
準 備 金

別　途
積立金

当 期 首 残 高 18,802 5,000 24,855 29,855 1,024 297 11 141,500

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩し △22

特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 し △5

別 途 積 立 金 の 積 立 て 13,000

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 0 0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － 0 0 － △22 △5 13,000

当 期 末 残 高 18,802 5,000 24,855 29,855 1,024 274 5 154,500

株主資本 評価・換算差額等

純 資 産
合 計

利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換
算差額等
合 計

その他利益
剰 余 金 利 益

剰 余 金
合 計繰 越 利 益

剰 余 金

当 期 首 残 高 16,027 158,860 △14,276 193,241 156 156 193,398

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩し 22 － － －

特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 し 5 － － －

別 途 積 立 金 の 積 立 て △13,000 － － －

剰 余 金 の 配 当 △2,491 △2,491 △2,491 △2,491

当 期 純 利 益 12,364 12,364 12,364 12,364

自 己 株 式 の 取 得 △2,702 △2,702 △2,702

自 己 株 式 の 処 分 362 362 362

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 101 101 101

当 期 変 動 額 合 計 △3,098 9,873 △2,339 7,533 101 101 7,635

当 期 末 残 高 12,928 168,734 △16,616 200,775 258 258 201,033

株主資本等変動計算書

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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子会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外の

もの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

デリバティブ 時価法（ヘッジ会計を適用するものを除く）

商品及び製品 売価還元法、ただし、流通センター在庫は、移動平均

法

原材料及び貯蔵品 終仕入原価法

① 有形固定資産 定率法

（リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　 ８年～38年

構築物　　　　 10年～20年

機械装置　　　 ８年

② 無形固定資産 定額法

（リース資産を除く） ただし、ソフトウェア（自社利用）については､社内

における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法

④ 長期前払費用 定額法

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1）有価証券の評価基準及び評価方法

(2）デリバティブの評価基準及び評価方法

(3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）によっております。

(4）固定資産の減価償却の方法

(5）外貨建資産、負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。
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① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

② 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき

計上しております。

③ 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支

給見込額に基づき計上しております。

④ ポイント引当金 当社が運営するポイントプログラムにて会員に付与す

るポイントには、購入実績に応じて付与するポイント

と、購入実績以外の事象で付与するポイントがありま

す。

このうち、購入実績以外の事象で付与するポイントの

利用に備えるため、当事業年度末において将来利用さ

れると見込まれる額を計上しております。

⑤ 災害損失引当金 災害により被災した資産の復旧等に要する支出に備え

るため、当事業年度末における見積額を計上しており

ます。

⑥ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認められる額を計上しておりま

す。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定年数（５年）による定額法に

より、翌事業年度から費用処理することとしておりま

す。

⑦ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、2010年６月29

日開催の第49回定時株主総会で決議された役員退職慰

労金の打ち切り支給額のうち、将来の支給見込額を計

上しております。

⑧ 役員株式給付引当金 当社の取締役に対する当社株式の交付及び給付に備え

るため、役員株式給付規程に基づき、役員に割り当て

られたポイントに応じた株式の交付及び給付見込額を

計上しております。

① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。また､為替変動

リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たすもの

については振当処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段･･･為替予約、通貨スワップ、通貨オプシ

ョン

ヘッジ対象･･･買掛金（予定取引を含む）

③ ヘッジ方針 商品の輸入取引に係る為替相場の変動リスクの低減の

ため、社内規程に基づき為替予約取引・通貨スワップ

取引・通貨オプション取引を行っております。

(6）引当金の計上基準

(7）ヘッジ会計の方法

－ 25 －
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④ ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動の累計額を比較す

ること等によってヘッジの有効性の評価を行っており

ます。ただし、振当処理の要件を満たしている為替予

約・通貨スワップ取引において、ヘッジ対象とヘッジ

手段の重要な条件が同一であり、高い相関関係がある

と認められるものについては、連結決算日における有

効性の評価を省略しております。

(8）収益及び費用の計上基準

① 商品の販売に係る収益認識

　当社の顧客との契約から生じる収益は、ホームセンター事業における商品の販売によ

るものであり、これら商品の販売は、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識してお

ります。

　なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客

から受取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識してお

ります。

② 自社ポイント制度に係る収益認識

　当社が運営するポイントプログラムにて会員に付与するポイントには、購入実績に応

じて付与するポイントと、購入実績以外の事象で付与するポイントがあります。

　このうち、ポイント会員に購入実績に応じて付与したポイントを履行義務として識別

し、取引価格から顧客により行使されると見込まれる金額を控除し収益を認識しており

ます。

③ 商品券に係る収益認識

　当社は、当社が発行した商品券を履行義務として識別し、商品券が使用された時点で

収益を認識しております。商品券の未使用分については、顧客が権利を行使する可能性

が極めて低くなった時に収益を認識しております。

(9）退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこ

れらの会計処理の方法と異なっております。
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貸借対照表計上額
損益計算書計上額
（減損損失）

有形固定資産 146,660百万円 1,336百万円

無形固定資産 5,812百万円 10百万円

投資その他の資産 919百万円 14百万円

合計 153,392百万円 1,361百万円

(1）有形固定資産の減価償却累計額 157,348百万円

短期金銭債権 10,696百万円

長期金銭債権 33百万円

短期金銭債務 2,295百万円

長期金銭債務 5,810百万円

２. 表示方法の変更

（損益計算書）

前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「埋蔵文化財発

掘調査費」（前事業年度５百万円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度においては

区分掲記しております。

３. 会計上の見積りに関する注記

ホームセンター事業に係る資産の減損

(1）当事業年度の計算書類に計上した金額

(2）見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　(1)の金額の算出方法は、連結計算書類「連結注記表（３．会計上の見積りに関する注

記）ホームセンター事業に係る資産の減損」の内容と同一であります。

４. 追加情報

株式給付信託（従業員持株会処分型）の導入

連結注記表の「５．追加情報」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略してお

ります。

５. 貸借対照表に関する注記

(2）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
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売上高 236百万円

不動産賃貸収入等 613百万円

仕入高 13,672百万円

その他の営業取引 135,944百万円

営業取引以外の取引 676百万円

場所 用途 種類

北海道他13府県　26件 店舗 建物等

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 5,779千株 897千株 130千株 6,546千株

６. 損益計算書に関する注記

(1）関係会社との取引高

(2）減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

　当社は原則として各店舗を基本単位としてグルーピングをしております。営業活動による

損益が継続してマイナスとなる店舗について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（1,361百万円）として特別損失に計上いたしました。その内訳は建物990百万

円、構築物81百万円、機械装置４百万円、土地259百万円、借地権９百万円、長期前払費用

14百万円、その他１百万円であります。なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価

値または正味売却価額により測定しており、使用価値については、将来キャッシュ・フロー

を2.7％で割り引いて算出しております。

７. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の増加897千株は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得896千株、

単元未満株式の買取０千株によるものであります。普通株式の自己株式の減少130千株

は、株式給付信託（従業員持株会型）による処分130千株、単元未満株式の買増し請求０

千株によるものであります。なお、当事業年度末日の自己株式数のうち、役員株式給付信

託（ＢＢＴ）及び株式給付信託（従業員持株会処分型）が所有する株式数は、540千株で

あります。
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減損損失 3,500百万円

未払事業税 216百万円

賞与引当金 409百万円

退職給付引当金 1,837百万円

未払確定拠出年金移管金 10百万円

役員退職慰労引当金 36百万円

ポイント引当金 54百万円

資産除去債務 2,485百万円

貸倒引当金 14百万円

その他 606百万円

小計 9,172百万円

評価性引当額 △751百万円

繰延税金資産合計 8,421百万円

固定資産圧縮積立金 △120百万円

特別償却準備金 △2百万円

資産除去債務に対応する除去費用 △1,195百万円

その他有価証券評価差額金 △93百万円

その他 △137百万円

繰延税金負債合計 △1,549百万円

繰延税金資産の純額 6,872百万円

法定実効税率 30.5％

（調整）

住民税均等割 2.7％

受取配当等永久に益金算入されない項目 △1.2％

その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.4％

８. 税効果会計に関する注記

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

繰延税金負債

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当

該差異の原因となった主要な項目の内訳
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種類
会社等の
名 称

所在地

資本金
または
出資金
（百万円）

議決権等の所有
（被所有）割合

（％）

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科 目
期末残高
（百万円）

子会社 ㈱ ビ ッ ト ・ エ イ
新 潟 市
南 区

50 100.0
資 金 の 援 助
営業上の取引
役 員 の 兼 任

資金の借入(注)３
借 入 金 利 息

15 長期借入金 3,800

子会社 ㈱コメリキャピタル
新 潟 市
南 区

450 100.0
資 金 の 援 助
営業上の取引
役 員 の 兼 任

クレジット販売
代金の債権譲渡
資金の貸付(注)２
貸 付 金 利 息

126,372

107,830
22

売 掛 金

短期貸付金
長期貸付金

10,328

2,694
1,000

種 類
会 社 等 の
名 称

議決権等の所有
（被所有）割合

（％）

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科 目
期末残高
（百万円）

役　員
ＮＰＯ法人コメリ
災害対策センター

―
災害救援物資供給
役 員 の 兼 任

商 品 の 供 給
（注）１

85 売 掛 金 36

役　員 藤 田 　 善 六
被所有

直接　0.0％
当 社 取 締 役

弁護士報酬の
支 払 ( 注 ) ４

48 － －

１株当たり純資産額 4,200円20銭

１株当たり当期純利益 257円94銭

９. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社及び関連会社等

(2) 役員及び個人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１. 営業上の取引につきましては、一般取引条件を参考に協議の上決定しております。

２. 資金の貸付につきましては、当社調達金利を勘案して合理的に決定しております。

なお、担保は受け入れておりません。

３. 資金の借入につきましては、当社調達金利を勘案して合理的に決定しております。

なお、担保は差し入れておりません。

４. 弁護士報酬は、個別の案件毎に契約しております。取引価格及び条件につきまして

は、当社と関連を有さない他の当事者と同様の条件によっております。

10. 収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表　

９.収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しておりま

す。

11. １株当たり情報に関する注記
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12. 重要な後発事象に関する注記

当社は、2024年４月23日開催の取締役会において、会社法第459条第１項第１号の規定によ

る定款の定めに基づき、自己株式の取得に係る事項を決議いたしました。

(1）自己株式の取得を行う理由

　資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を

可能とするため、自己株式の取得を行うものです。

(2）取得の内容

① 取得対象株式の種類　　　当社普通株式

② 取得し得る株式の総数　　600,000株（上限とする）

　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.24％）

③ 株式の取得価額の総額　　2,000百万円（上限とする）

④ 取得する期間　　　　　　2024年４月24日より2024年７月19日まで
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 神 代 　 勲

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 齋 藤 康 宏

独立監査人の監査報告書

2024年５月13日

株式会社　　コ　　メ　　リ

　取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人　トーマツ

　　　　新　潟　事　務　所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社コメリの

2023年４月１日から2024年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び

連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社コメリ及び連結子会社から

なる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全て

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計

算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我

が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判

断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容

は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する

ものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 32 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通

読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法

人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ

と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連

結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま

た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監

査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す

るためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況

に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を

検討する。

－ 33 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者

によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当

性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切で

あるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重

要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注

意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事

項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連す

る注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計

算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評

価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の

財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結

計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査

人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを

適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 神 代 　 勲

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 齋 藤 康 宏

独立監査人の監査報告書

2024年５月13日

株式会社　　コ　　メ　　リ

　取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人　トーマツ

　　　　新　潟　事　務　所

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社コメリ

の2023年４月１日から2024年３月31日までの第63期事業年度の計算書類、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並

びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ

た。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び

損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書

類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも

のではない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が

監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ

るかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま

た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監

査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に

応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検

討する。
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計算書類に係る会計監査報告

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者

によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当

性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要

な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を

喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適

切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが

求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として

存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する

注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す

る。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを

適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第63期事業

年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果に

ついて以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事

項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている

体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及

び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、

意見表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の監

査室及び内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及

び使用人等からその職務の執行に関する報告を受け、必要に応じて

説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、ストアサポートセンター

（本社）及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いた

しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等

と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の

報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため

の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す

る品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の

通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について

検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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監査等委員会の監査報告

常勤監査等委員 住　吉　正二郎 ㊞

監 査 等 委 員 藤 田 善 六 ㊞

監 査 等 委 員 田久保　武　志 ㊞

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

2024年５月13日

株式会社コメリ監査等委員会

（注）　監査等委員 藤田善六及び田久保武志は、会社法第２条第15号及び

第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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